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(57)【要約】
　内視鏡１の先端部６は、挿入部２の先端に配設された
カバー部材２１と、カバー部材２１に挿嵌され、カバー
部材２１の内面２５と面接触する第１の側面３６および
第１の側面３６よりも内径方向に形成され、カバー部材
２１の内面２５に対して所定に離間して空間Ｓを形成す
る第２の側面３５と、を有する部材３１と、部材３１の
先端面３２に実装される電子部品４１，４２，４３と、
電子部品４１，４２，４３に電気的に接続され、カバー
部材２１の内面２５と部材３１の第２の側面３５との間
に形成される空間Ｓ内に配設された配線４５と、を具備
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端に配設されたカバー部材と、
　前記カバー部材に挿嵌され、前記カバー部材の内面と面接触する第１の側面および前記
第１の側面よりも内径方向に形成され、前記カバー部材の前記内面に対して所定に離間し
て空間を形成する第２の側面と、を有する部材と、
　前記部材の先端面に実装される電子部品と、
　前記電子部品に電気的に接続され、前記カバー部材の前記内面と前記部材の前記第２の
側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、
　を具備することを特徴とする内視鏡の先端部。
【請求項２】
　前記電子部品は、前記カバー部材の前記内面と前記部材の前記第１の側面とが面接触す
る近傍の前記先端面に実装されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部
。
【請求項３】
　前記部材および前記カバー部材は、処置具チャンネルの外周部を覆って挟持した状態で
保持する保持部を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項４】
　前記部材は、側部を切り欠いて形成された平面を有し、
　前記先端カバーは、前記平面に面接触して前記枠部材の挿嵌位置を規定する位置決めす
る保持面を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項５】
　請求項１に記載の内視鏡の先端部を備えたことを特徴とする内視鏡。
【請求項６】
　前記挿入部は、前記カバー部材の基端に接続される湾曲管が設けられた湾曲部を有し、
　前記部材が前記カバー部材と前記湾曲管に当接して挟持されて固定されることを特徴と
する請求項５に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の挿入部の先端部分に設けられ、電子部品が搭載された内視鏡の先端
部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡は、観察対象に応じて細長管状に形成されて管腔内に挿入される挿入部を
有している。この内視鏡の挿入部の先端部分には、ＣＣＤまたはＣＭＯＳを有する撮像ユ
ニット、ＬＥＤ素子を有する照明装置などの電子部品が搭載された構成が周知である。
【０００３】
　このような内視鏡の構成は、例えば、日本国特開２００６－１３６６７１号公報に開示
されている。この日本国特開２００６－１３６６７１号公報には、撮像ユニットと先端構
成部品との間の組付け部にクリアランスがあっても、レンズの機械的固定構造の確保と撮
像ユニットのビス固定構造を踏襲しつつ、ビス固定時における撮像ユニットの先端構成部
に対する後退を防止し、組立て性の向上と光学性能低下のない電子式内視鏡の技術が開示
されている。
【０００４】
　しかしながら、従来の電子内視鏡は、先端部に搭載される電子部品への複数の配線が必
要であり、これら複数の配線によって先端部の細径化を阻害するという課題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、電子部品が搭載された先端部
をより細径化でき、被検体の管腔内への挿入性が向上する内視鏡の先端部および内視鏡を
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提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様による内視鏡の先端部は、挿入部の先端に配設されたカバー部材と、前
記カバー部材に挿嵌され、前記カバー部材の内面と面接触する第１の側面および前記第１
の側面よりも内径方向に形成され、前記カバー部材の前記内面に対して所定に離間して空
間を形成する第２の側面と、を有する部材と、前記部材の先端面に実装される電子部品と
、前記電子部品に電気的に接続され、前記カバー部材の前記内面と前記部材の前記第２の
側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、を具備する。
【０００７】
　本発明の一態様による内視鏡は、挿入部の先端に配設されたカバー部材と、前記カバー
部材に挿嵌され、前記カバー部材の内面と面接触する第１の側面および前記第１の側面よ
りも内径方向に形成され、前記カバー部材の前記内面に対して所定に離間して空間を形成
する第２の側面と、を有する部材と、前記部材の先端面に実装される電子部品と、前記電
子部品に電気的に接続され、前記カバー部材の前記内面と前記部材の前記第２の側面との
間に形成される前記空間内に配設された配線と、を備えた内視鏡の先端部を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一態様の内視鏡の構成を示す斜視図
【図２】同、挿入部の先端分の構成を示す断面図
【図３】同、挿入部の先端分の構成を示す斜視図
【図４】同、先端構成部の構成を示す斜視図
【図５】同、先端構成部の構成を示す正面図
【図６】同、複数のケーブルが接続された先端構成部の構成を示す平面図
【図７】同、先端カバーと先端構成部を示す分解斜視図
【図８】同、挿入部の先端分の構成を示す側面図
【図９】同、図８のＩＸ－ＩＸ線に沿った先端部の断面図
【図１０】同、図９のＸ－Ｘ線に沿った先端部の断面図
【図１１】同、図９のＸＩ－ＸＩ線に沿った先端部の断面図
【図１２】同、先端部の断面を示す模式図
【図１３】同、電子部品の近傍に先端カバーと先端構成部が嵌合する部分を設けた状態の
第１の例を示す先端部の断面を示す模式図
【図１４】同、電子部品の近傍に先端カバーと先端構成部が嵌合する部分を設けた状態の
第２の例を示す先端部の断面を示す模式図
【図１５】同、電子部品の近傍に先端カバーと先端構成部が嵌合する部分を設けた状態の
第３の例を示す先端部の断面を示す模式図
【図１６】同、変形例の先端部の構成を示す断面図
【図１７】同、変形例の図１３とは別の先端部の構成を示す断面図
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に
用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、構成
要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要素
の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、および各構成要素の相対的な位置関
係のみに限定されるものではない。また、以下の説明においては、図の紙面に向かって見
た上下方向を構成要素の上部および下部として説明している場合がある。
【００１０】
　先ず、本発明の一態様について、図面に基づいて、以下に説明する。　
　本発明の内視鏡の先端部を備えた内視鏡の概略的な構成について、図面に基づいて以下
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に説明する。　
　図１は、本発明の一態様の内視鏡の構成を示す斜視図、図２は挿入部の先端分の構成を
示す断面図、図３は挿入部の先端分の構成を示す斜視図、図４は先端構成部の構成を示す
斜視図、図５は先端構成部の構成を示す正面図、図６は複数のケーブルが接続された先端
構成部の構成を示す平面図、図７は先端カバーと先端構成部を示す分解斜視図、図８は挿
入部の先端分の構成を示す側面図、図９は図８のＩＸ－ＩＸ線に沿った先端部の断面図、
図１０は図９のＸ－Ｘ線に沿った先端部の断面図、図１１は図９のＸＩ－ＸＩ線に沿った
先端部の断面図、図１２は先端部の断面を示す模式図、図１３は電子部品の近傍に先端カ
バーと先端構成部が嵌合する部分を設けた状態の第１の例を示す先端部の断面を示す模式
図、図１４は電子部品の近傍に先端カバーと先端構成部が嵌合する部分を設けた状態の第
２の例を示す先端部の断面を示す模式図、図１５は電子部品の近傍に先端カバーと先端構
成部が嵌合する部分を設けた状態の第３の例を示す先端部の断面を示す模式図、図１６は
変形例の先端部の構成を示す断面図、図１７は変形例の図１６とは別の先端部の構成を示
す断面図である。
【００１１】
　本実施形態の内視鏡１は、図１に示すように、挿入部２と、操作部３と、ユニバーサル
コード４と、電気コネクタ５などによって主に構成されている。なお、ここでの内視鏡１
は、尿管鏡を例示して説明を行うが、本発明の要部構成は種々の内視鏡、例えば、気管支
鏡、消化器系の軟性鏡、外科用の硬性鏡にも適用できる技術である。
【００１２】
　挿入部２は、細長形状に形成され、被検体内に挿入される。この挿入部２は、先端側か
ら順に先端部６、内視鏡湾曲部である湾曲部７および可撓管部８が連設されて形成されて
おり、全体として柔軟性を備えている。
【００１３】
　挿入部２の先端部６は、内部に撮像素子などを備えた電子部品である撮像ユニットと、
照明光を前方に向けて照射する電子部品である照明ユニットなど（ここでは、いずれも不
図示）が内蔵されている。
【００１４】
　湾曲部７は、操作部３に設けられる操作部材のうち湾曲操作を行うための湾曲レバー１
３の回動操作を受けて、第１の方向および、その反対方向である第２の方向に沿った、こ
こでは上下（ＵＰ及びＤＯＷＮ）の２方向へと能動的に湾曲させ得るように構成されてい
る。なお、ここでの上下（ＵＰ及びＤＯＷＮ）は、撮像ユニットによって撮像される内視
鏡画像における上下方向である。
【００１５】
　また、湾曲部７は、上下（ＵＰ及びＤＯＷＮ）の２方向に限らず、上下左右（ＵＰ、Ｄ
ＯＷＮ、ＬＥＦＴおよびＲＩＧＨＴ）の４方向に能動的に湾曲する構成としてもよい。
【００１６】
　可撓管部８は、受動的に可撓自在となるように柔軟性を持たせた構成となっている。こ
の可撓管部８の内部には、処置具挿通用のチャンネルのほか、先端部６に内蔵される撮像
ユニットおよび照明ユニットと電気的に接続され操作部３の内部を経てユニバーサルコー
ド４の内部から電気コネクタ５まで延設される各種の信号線、電気線などの配線が挿通さ
れている。
【００１７】
　操作部３は、挿入部２の基端部に連設されており、複数の操作部材などを有して構成さ
れる構成ユニットである。この操作部３は、折れ止め部９と、把持部１０と、複数の操作
部材（１３，１４など）と、処置具挿通部１１と、吸引バルブ１５などによって構成され
る。
【００１８】
　折れ止め部９は、操作部３の先端部と可撓管部８の基端部との接続部分に設けられ、可
撓管部８の基端部を覆うことにより、当該内視鏡１の使用時に可撓管部８が不要に急激に
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折れてしまうことを抑止するための保護部材である。
【００１９】
　把持部１０は、内部に各種の構成部材を収納する筐体部である。把持部１０は、折れ止
め部９に連設されている。そして、把持部１０は、内視鏡１の使用時に使用者が手に持っ
て把持する部位である。
【００２０】
　複数の操作部材は、把持部１０の外表面上に設けられ、内視鏡１の各種の機能を操作す
るための部材である。複数の操作部材としては、例えば湾曲部７の上下方向の湾曲操作を
行うための湾曲レバー１３のほか、送気送水操作や吸引操作を行う操作部材、撮像ユニッ
トや照明ユニットなどに各対応する操作を行うための操作部材１４などである。
【００２１】
　処置具挿通部１１は、各種の処置具（不図示）を挿入する処置具挿通口（不図示）を有
し、操作部３の内部で処置具挿通チャンネルに連通する処置具挿通路を備えた構成部であ
る。
【００２２】
　なお、この処置具挿通部１１には、処置具挿通口を開閉する蓋部材であって、この処置
具挿通部１１に対して着脱自在（交換可能）に構成される鉗子栓１２が配設されている。
また、吸引バルブ１５は、不図示の吸引装置との間で吸引管路を連結するための連結部で
ある。
【００２３】
　ユニバーサルコード４は、可撓性を有し、操作部３から延出する中空の管状部材である
。電気コネクタ５は、ユニバーサルコード４の先端に配設され、外部機器であるビデオプ
ロセッサなど（不図示）との接続を確保するための接続部材である。
【００２４】
　図２に示すように、挿入部２の先端部分には、先端部６に設けられた、ここでは透明な
カバー部材である筒状の先端カバー２１と、湾曲部７に設けられる回動自在に連結された
複数の湾曲駒２２と、が内蔵されており、先端カバー２１の外周部の中途から湾曲管であ
る複数の湾曲駒２２を一体的に被覆するチューブ状の湾曲ゴム２３が配設されている。
【００２５】
　図３に示すように、先端カバー２１は、樹脂製の部材である本実施の形態においての部
材としての先端構成部３１が内蔵されている。なお、先端カバー２１の先端面には、挿入
部２内に挿入された処置具などを導出入する開口部２４が設けられている。
【００２６】
　ここで、本実施の形態の先端構成部３１の構成について、以下に詳しく説明する。　
　図４に示すように、先端構成部３１は、先端面３２に複数の電子部品が搭載されている
。これら複数の電子部品としては、撮像モジュールである撮像ユニット４１、発光素子で
ある照明ユニット４２、バイパスコンデンサ４３などである。
【００２７】
　なお、照明ユニット４２は、先端構成部３１の先端面３２において、撮像ユニット４１
の載置面よりも高い載置面上に設けられている。即ち、先端構成部３１は、照明ユニット
４２が搭載される先端面部分に先端側に突起する凸部３９を有している。
【００２８】
　この凸部３９により先端構成部３１の先端面３２に段差を設けることで、照明ユニット
４２の光出射面と撮像ユニット４１の光入射面の位置をコントロールすることができ、撮
像ユニット４１に不要な光（たとえば、フレア光）の入射を防止している。
【００２９】
　ところで、照明ユニット４２と撮像ユニット４１の先端構成部３１への載置面を同じ面
としてもよい。この場合、各電子部品の実装時、接合部材（はんだペースト、等）の供給
が安定し、その結果、部品搭載を安定させることができる。
【００３０】
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　これにより、製造の歩留まりを向上させることが可能である。また、先端構成部３１の
形状が簡易になるため、先端構成部３１を安価に作製することが可能となる。
【００３１】
　加えて、先端構成部３１の形状が簡易になると、部品間の間隔を小さくでき、結果とし
て先端構成部３１を小型化すうことができる。その結果、挿入部２の先端部６を小型化す
ることが可能となり、挿入部２が挿入される患者への負担を低減することができる。
【００３２】
　撮像ユニット４１は、イメージセンサであるＣＣＤ、ＣＭＯＳなどの固体撮像素子、駆
動回路、対物レンズなどを備えている。また、照明ユニット４２は、ＬＥＤなどの半導体
素子である。
【００３３】
　先端構成部３１は、断面円形の凹部状のチャンネル保持部３３が先端と基端を結ぶ軸方
向に形成され、このチャンネル保持部が形成された外周一部が切り欠かれた２つの平面部
３４を有する略柱状のブロック体である。
【００３４】
　また、図５に示すように、先端構成部３１の外周部となる側面には、撮像ユニット４１
、発光素子である照明ユニット４２、バイパスコンデンサ４３などの電子部品と電気的に
接続される複数の配線４５が設けられた複数の配線配置面３５が形成されている。これら
複数の配線配置面３５は、ここでは凹部状に形成された溝部底面である。
【００３５】
　即ち、複数の配線配置面３５は、先端構成部３１の第１の側面となる外周面３６よりも
内径方向に段形成された第２の側面を構成している。
【００３６】
　そして、複数の配線配置面３５には、先端構成部３１の先端面３２に実装された撮像ユ
ニット４１、発光素子である照明ユニット４２、バイパスコンデンサ４３などの電子部品
に電気的に接続される複数の配線４５が設けられ、これら複数の配線４５が基端側への電
気的な導通線路（回路）として形成される。
【００３７】
　これら複数の配線４５は、図６に示すように、先端構成部３１の基端部分に設けられた
ケーブル接続部３７まで形成され、ケーブル接続部３７の複数の端子３８と電気的に接続
されている。そして、複数の端子３８には、各種の信号線、電気線などのケーブル４８の
芯線が半田などにより接続される。
【００３８】
　以上のように構成された先端構成部３１は、図７に示すように、先端カバー２１の基端
から内挿するように嵌合される。そして、図８に示すように、先端カバー２１と最先端の
湾曲駒２２が接続されて先端カバー２１の中途から複数の湾曲駒２２に湾曲ゴム２３が被
覆される。また、図９に示すように、先端構成部３１のチャンネル保持部３３には、チュ
ーブ状の処置具チャンネル５１が配設される。
【００３９】
　なお、ここでは、先端カバー２１は、撮像ユニット４１へ被検体像の入射および照明ユ
ニット４２からの照明光の出射を妨げないように透明なものとしたが、観察レンズおよび
照明レンズを設けて、非透明なものとしてもよい。
【００４０】
　ここで、先端カバー２１に内設される先端構成部３１の嵌合状態について説明する。　
　先ず、先端カバー２１は、図９および図１０に示すように、先端構成部３１が内挿され
る孔部の内面であって、先端構成部３１の外周面３６が面接触する内周面２５が形成され
ている。
【００４１】
　なお、先端構成部３１の外周面３６と先端カバー２１の内周面２５が面接触して嵌合す
る箇所は、実装される撮像ユニット４１、照明ユニット４２などの電子部品が近傍に位置
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していることが好ましい（図９中の円Ａ参照）。
　このように撮像ユニット４１、照明ユニット４２などの電子部品を配置することで、狭
い領域に無駄なく実装でき、先端部の細径化を実現することができる。
【００４２】
　また、先端カバー２１は、一部が内径方向に肉厚形成され、先端構成部３１の処置具チ
ャンネル５１が配設されるチャンネル保持部３３近傍が切り欠かれて形成された２つの平
面部３４にそれぞれ面接触する２つの保持面２６が形成されている。
【００４３】
　そのため、先端構成部３１は、外周面３６および２つの平面部３４が先端カバー２１の
内周面２５および２つの保持面２６にそれぞれ面接触するように先端カバー２１へ挿入し
ないと先端カバー２１の内部に装着できない構造となっている。即ち、これら複数の面に
よる面接触により、先端カバー２１へ先端構成部３１を装着する際の位置決め構造となっ
ている。
【００４４】
　なお、先端カバー２１は、図９および図１１に示すように、２つの保持面２６の間に処
置具チャンネル５１の外周一部に面接触する円弧面２７が形成されている。これにより、
処置具チャンネル５１は、外周部が先端構成部３１のチャンネル保持部３３と先端カバー
２１側の保持部となる円弧面２７に覆われて挟持された状態で接着固定される。
【００４５】
　さらに、先端カバー２１の基端部分に最先端の湾曲駒２２が接続されることで、先端カ
バー２１内に嵌合された先端構成部３１の前後の端面が先端カバー２１と湾曲駒２２に挟
み込まれる構造となっている。
【００４６】
　即ち、先端カバー２１内の先端構成部３１は、先端面の一部が先端カバー２１に当接し
、基端面の一部が最先端の湾曲駒２２に当接して挟持された状態（図１０および図１１中
、矢印Ｆ，Ｂに示す力を受けた状態）で固定される。なお、先端カバー２１内に接着剤を
充填して、先端構成部３１を強固に固定してもよい。
【００４７】
　先端構成部３１は、先端カバー２１内に装着された状態において、複数の配線４５が設
けられる複数の配線配置面３５が先端カバー２１の内周面２５よりも内径方向に所定に離
間する隙間を有した状態となる。その隙間に複数の配線４５が設けられた構成となってい
る。
【００４８】
　即ち、図１２に示すように、先端構成部３１の複数の配線配置面３５が先端カバー２１
の内周面２５から内径方向に所定の深さＤ１，Ｄ２，Ｄ３を有した複数の空間Ｓが形成さ
れ、これら複数の空間Ｓに複数の配線４５が設けられた構成となっている。
【００４９】
　そのため、複数の配線４５が複数の空間Ｓに収容されることで、先端構成部３１の外周
面３６よりも外径方向に突出しない構造となるため、先端カバー２１の肉厚を必要以上に
設ける必要がなく所定の剛性を有する最小の肉厚Ｔに構成することができる。これにより
、内視鏡１は、挿入部２の先端部６の径を細径化することができ、挿入部２の被検体の管
腔への挿入性を向上させることができる。
【００５０】
　さらに、図１３から図１５に示すように、先端構成部３１の先端面３２に実装されてい
る撮像ユニット４１（ここでは照明ユニット４２は不図示）などの電子部品と先端構成部
３１の外径部の距離ΔＬが最も短い部分（図中円Ａ内の矢印Ｂで示す部位）を先端カバー
２１と先端構成部３１とが径方向に嵌合するように構成されている。
【００５１】
　これにより、撮像ユニット４１（照明ユニット４２）などの電子部品を狭い領域に無駄
なく実装できようにし、先端構成部３１の外径を小さくできることで先端部の細径化を実
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【００５２】
　なお、先端構成部３１は、成形回路部品（ＭＩＤ）により形成され、金属膜の複数の配
線４５を複数の配線配置面３５に形成される構成としてもよいし、先端カバー２１の内周
面２５から内径方向に形成される複数の空間Ｓ内に収まるように複数の配線４５を複数の
配線配置面３５上に設けた構成としてもよい。
【００５３】
　なお、先端構成部３１は、成形回路部品（ＭＩＤ）に代えて、ガラスエポキシ基板、セ
ラミック基板、シリコン基板、ガラス基板、フレキシブルプリント基板などの基板を用い
て形成された構成としてもよい。
【００５４】
（変形例）
　先端構成部３１は、上記実施例に記載したように、図１６に示す、複数の配線４５を設
ける複数の配線配置面３５を凹部状の溝部とした構成の他、図１７に示すように、外周一
部を平面状に切り欠いて複数の配線４５を設ける複数の配線配置面３５を形成してもよい
。なお、図１６および図１７では、照明ユニット４２を２つ設けた構成を例示している。
【００５５】
　以上に記載した実施の形態および変形の先端構成部３１に実装される電子部品は、撮像
系および照明系に限ることなく、内視鏡１の先端部６に内蔵される電子部品を含むもので
ある。
【００５６】
　さらに、内視鏡１は、電子部品の照明ユニット４２ではなく、ライトガイドにより照明
光を伝送する構成でもよい。
【００５７】
　なお、以上に記載の本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発
明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。
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【図９】

【図１０】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月1日(2021.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様による内視鏡の先端部は、挿入部の先端に配設された先端カバーと、前
記先端カバーに挿嵌され、前記先端カバーの内面と面接触する第１の側面および前記第１
の側面よりも内径方向に形成され、前記先端カバーの前記内面に対して所定に離間して空
間を形成する第２の側面と、を有する部材と、前記部材の先端面に実装され、外形が矩形
であって、前記矩形の一辺が前記第２の側面に沿うように配置される電子部品と、前記電
子部品に前記矩形の一辺の側から電気的に接続され、前記先端カバーの前記内面と前記部
材の前記第２の側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、を具備する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一態様による内視鏡は、挿入部の先端に配設された先端カバーと、前記先端カ
バーに挿嵌され、前記先端カバーの内面と面接触する第１の側面および前記第１の側面よ
りも内径方向に形成され、前記先端カバーの前記内面に対して所定に離間して空間を形成
する第２の側面と、を有する部材と、前記部材の先端面に実装され、外形が矩形であって
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、前記矩形の一辺が前記第２の側面に沿うように配置される電子部品と、前記電子部品に
前記矩形の一辺の側から電気的に接続され、前記先端カバーの前記内面と前記部材の前記
第２の側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、を備えた内視鏡の先端部
を具備する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端に配設された先端カバーと、
　前記先端カバーに挿嵌され、前記先端カバーの内面と面接触する第１の側面および前記
第１の側面よりも内径方向に形成され、前記先端カバーの前記内面に対して所定に離間し
て空間を形成する第２の側面と、を有する部材と、
　前記部材の先端面に実装され、外形が矩形であって、前記矩形の一辺が前記第2の側面
に沿うように配置される電子部品と、
　前記電子部品に前記矩形の一辺の側から電気的に接続され、前記先端カバーの前記内面
と前記部材の前記第２の側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、
　を具備することを特徴とする内視鏡の先端部。
【請求項２】
　前記電子部品は、前記先端カバーの前記内面と前記部材の前記第１の側面とが面接触す
る近傍の前記先端面に実装されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部
。
【請求項３】
　前記部材および前記先端カバーは、処置具チャンネルの外周部を覆って挟持した状態で
保持する保持部を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項４】
　前記部材は、側部を切り欠いて形成された平面を有し、
　前記先端カバーは、前記平面に面接触して前記部材の挿嵌位置を規定する位置決めする
保持面を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項５】
　前記部材において、前記矩形の一辺の端に形成された隅部と前記部材の外径部との距離
が最も短い部位は、前記先端カバーと嵌合するように構成されることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項６】
　前記第２の側面における前記矩形の一辺に沿う方向の幅は、前記矩形の一辺よりも短い
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項７】
　前記第２の側面における前記矩形の一辺に沿う方向の幅は、前記矩形の一辺よりも長い
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の先端部。
【請求項８】
　挿入部の先端に配設された先端カバーと、
　前記先端カバーに挿嵌され、前記先端カバーの内面と面接触する第１の側面および前記
第１の側面よりも内径方向に形成され、前記先端カバーの前記内面に対して所定に離間し
て空間を形成する第２の側面と、を有する部材と、
　前記部材の先端面に実装され、外形が矩形であって、前記矩形の一辺が前記第２の側面
に沿うように配置される電子部品と、
　前記電子部品に前記矩形の一辺の側から電気的に接続され、前記先端カバーの前記内面
と前記部材の前記第２の側面との間に形成される前記空間内に配設された配線と、　を有
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する先端部を備えたことを特徴とする内視鏡。
【請求項９】
　前記挿入部は、前記先端カバーの基端に接続される湾曲管が設けられた湾曲部を有し、
　前記部材が前記先端カバーと前記湾曲管に当接して挟持されて固定されることを特徴と
する請求項８に記載の内視鏡。



(14) JP WO2020/121435 A1 2020.6.18

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP WO2020/121435 A1 2020.6.18

10

20

30

40



(16) JP WO2020/121435 A1 2020.6.18

10

20

30

40



(17) JP WO2020/121435 A1 2020.6.18

10

20

30

40



(18) JP WO2020/121435 A1 2020.6.18

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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